
企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）とは法人を対象とした寄附制度です。地方公共
団体が実施する地方創生プロジェクトに対して、企業の皆様が寄附を行った場合に、税制上
の優遇措置を受けることができ、損金算入と税額控除により、最大で寄附額の約９割の税が
軽減され、実質的な企業負担が約１割となります。

損金算入

約３割
（国税＋地方税）

税額控除

約６割
（４割：法人住民税＋法人税・２割：法人事業税）

企業負担

約１割

寄附額

（例）100万円寄附すると、最大90万円の法人関係税が軽減され、実質的な企業負担は約10万円となります。

●黒石市外に本社のある企業が対象となります。

●１回あたり10万円以上の寄附が対象となります。

●寄附をすることの見返りとして経済的な利益を受けることは禁止されています。

留 意 事 項

公表のご了解をいただいた寄附企業様を市ホームページ等で
ご紹介させていただきます。

企業のＰＲと同時に、地方創生やＳＤＧｓ（持続可能な開発
目標）の達成に貢献することができます。

寄附額の最大約９割の税制上の優遇措置が受けられます!

企業ＰＲと同時に地方創生を応援できます!

企業版ふるさと納税のポイント

黒石市
企業版ふるさと納税



寄附の流れ

黒石市の主な地方創生プロジェクト（寄附対象事業）

お申し出は随時受付しております。
市から必要書類等をお送りしますので、寄附申込書等をご提出くだ
さい。

①申し出 企 業

寄附の払込手続きについてご案内いたします。
②寄 附

企 業

黒石市

内容を御確認の上、お手続きをお願いいたします。

市から「受領証」を発行いたします。
③税申告

企 業

黒石市

「受領証」を使用し、税務署で税申告の手続きをお願いいたします。

〒036-0396  青森県黒石市大字市ノ町11-1 市HPはこちらから
企画財政部企画課企画調整係
TEL／0172-52-2111
E-mail／kikaku@city.kuroishi.aomori.jp

問い合わせ先

※掲載事業以外の事業も受け付けております。詳しくは、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

自立したまちづくり創生事業（協働、産業振興、行政経営）

元気なまちづくり創生事業（文化、交流、観光・人材）

安心なまちづくり創生事業（子育て・教育、福祉、健康、安全・安心）

地域コミュニティを活性化させ、地域のことは地域で
考え行動する住民主体のまちづくり実現に向けて取り組
みます。また、基幹産業である農林業において、有機農
業やスマート農業の推進、担い手の育成などにより、経
営の安定化を図ります。

歴史的景観形成と住環境の整備改善を行い、歴史的街
並みと共存する黒石らしい豊かでゆとりのある生活環境
の整備を推進します。また、市民が多様な芸術や文化に
触れ活動することで感性と創造性を高め、郷土に対する
愛着と誇りが後世に継承されるよう取り組みます。

安心して子どもを産み育て、そして育てる喜びを感じ
られる環境づくりに努めるとともに、未来を担う子ども
たちが笑顔で成⾧できるように、社会全体で子どもたち
を育みます。また、市民が日常的にスポーツに親しむこ
とができるように、スポーツ施設の環境整備と関係団体
と連携したスポーツ活動の充実に努め、「一市民一ス
ポーツ」の実現と体の健康づくりを推進します。さらに、
地震や豪雨による災害、事故などの危険から市民の生命
と財産を守るため、ハード・ソフト両面から取組を進め
て、危機管理や防災体制の強化を図ります。

●ごみ処理広域化スタートアップ事業
●公民館コミュニティセンター化事業
●グランファーム応援事業
●市公式LINEきてきて黒石ともだち登録激増

大作戦

●前町野添線無電柱化及び道路美装化事業
●（仮称）黒石市立子ども美術館整備事業

●英検プレミアムサポートプロジェクト
●算数・数学UPる先生事業
●第８０回国民スポーツ大会バドミントン

競技会事業
●旧黒石商業高等学校第一体育館改修事業
●地域健康づくり相談事業
●中央防災公園施設整備事業
●新本庁舎建設事業


